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【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

三菱ＵＦＪ／マッコーリー　オーストラリア・ハイインカム債券ファンド　

豪ドル円プレミアム（毎月決算型）

※ファンドの名称は2022年３月26日付で「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラ

リア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）」か

ら「三菱ＵＦＪ／マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファン

ド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）」に変更しました。

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

１兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2022年１月６日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、

ファンド名称および投資対象とする投資信託証券の名称等の変更に伴う所要の変更を行うため、本

訂正届出書を提出します。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい

る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

＜訂正前＞

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決

算型）（「ファンド」といいます。）

ファンドの愛称を「コアラ・プレミアム」とします。

＜訂正後＞

三菱ＵＦＪ／マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム

（毎月決算型）（「ファンド」といいます。）

ファンドの愛称を「コアラ・プレミアム」とします。

※ファンドの名称は2022年３月26日付で「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム

債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）」から「三菱ＵＦＪ／マッコーリー オース

トラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）」に変更しまし

た。

（１２）【その他】

＜更新後＞
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜更新後＞

当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、1,000億円です。

＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お

よび属性区分に該当します。
 
商品分類表

単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産

（収益の源泉）

独立区分 補足分類

  株式   

 国内  ＭＭＦ  

単位型  債券  インデックス型

     

 海外 不動産投信 ＭＲＦ  

     

追加型  その他資産  特殊型

 内外 （　　　） ＥＴＦ （　　　）

     

  資産複合   
 
属性区分表

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替

ヘッジ

対象

インデックス

特殊型

株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型

一般 年２回 日本 ファンド （　　　）   

大型株 年４回 北米   ＴＯＰＩＸ 条件付運用型

中小型株 年６回 欧州 ファンド・ なし   

債券 （隔月） アジア オブ・  その他 ロング・

一般 年12回 オセアニア ファンズ  （　　　） ショート型／

公債 （毎月） 中南米    絶対収益

社債 日々 アフリカ    追求型

その他債券 その他 中近東     

クレジット （　　　） （中東）    その他

属性  エマージング    （　　　）

（　　　）       

不動産投信       

その他資産

（投資信託証券

（債券　社債　そ

の他債券））

      

資産複合       

（　　　）       
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※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ

ます。

※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま

す。

 

商品分類の定義

単位型・

追加型

単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の

追加設定は一切行われないファンドをいいます。

追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従

来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

投資対象

地域

国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実

質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資対象

資産

株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を

源泉とする旨の記載があるものをいいます。

その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載

があるものをいいます。

資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産

のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記

載があるものをいいます。

独立区分 ＭＭＦ（ マ ネ ー ・ マ

ネージメント・ファン

ド）

一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する

規則」に規定するＭＭＦをいいます。

ＭＲＦ（ マ ネ ー ・ リ

ザーブ・ファンド）

一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する

規則」に規定するＭＲＦをいいます。

ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480

号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび

に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規

定する上場証券投資信託をいいます。

補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま

たはそれに準じる記載があるものをいいます。

特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する

ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が

あるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも

のです。

 

属性区分の定義

投資対象

資産

株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい

ます。

大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある

ものをいいます。
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中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ

るものをいいます。

債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの

をいいます。

公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債

（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。

以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま

す。

社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する

旨の記載があるものをいいます。

その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資

する旨の記載があるものをいいます。

クレジット

属性

目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し

て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資

対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ

イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記

載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま

す。

不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が

あるものをいいます。

その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外

に投資する旨の記載があるものをいいます。

資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある

ものをいいます。

決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい

ます。

年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい

ます。

年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい

ます。

年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい

ます。

年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも

のをいいます。

日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま

す。

その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。

投資対象

地域

グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源

泉とする旨の記載があるものをいいます。

日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源

泉とする旨の記載があるものをいいます。

北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産

を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産

を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ

ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域

の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資

産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の

資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資

産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地

域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等

を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに

のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する

ものをいいます。

ファンド・オブ・

ファンズ

一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す

る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま

す。

為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替

のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。

なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも

のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

対 象 イ ン

デックス

日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨

またはそれに準じる記載があるものをいいます。

ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨

またはそれに準じる記載があるものをいいます。

その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指

す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。

特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的

に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連

動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の

記載があるものをいいます。

条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み

を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価

額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に

より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある

ものをいいます。

ロング・ショート

型／絶対収益追求型

信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を

目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目

指す旨の記載があるものをいいます。

その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当

しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい

ます。

※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも

のです。

［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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（２）【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

2014年7月1日 設定日、信託契約締結、運用開始

 

＜訂正後＞

2014年7月1日

2022年3月26日

設定日、信託契約締結、運用開始

ファンドの名称を「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム

債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）」から「三菱ＵＦＪ／

マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレ

ミアム（毎月決算型）」に変更

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】

＜訂正前＞

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるＡＭＰ オーストラリア インカム ボンド ファンドの投資

信託証券への投資を通じて、オーストラリアの企業が発行する普通社債、劣後債および優先証券

等への投資に加えて、円に対する豪ドルのコール・オプションの売却によってオプション・プレ

ミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利子収益の

確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マ

ザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、オース

トラリアの債券運用で実績を有するＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドおよび通貨

カバード・コール戦略で実績を有するクレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッド

が運用を行う「ＡＭＰ オーストラリア インカム ボンド ファンド」を選定しました。また、余

裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象

としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

＜訂正後＞

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるマッコーリー オーストラリア インカム ボンド ファンド

の投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアの企業が発行する普通社債、劣後債および優

先証券等への投資に加えて、円に対する豪ドルのコール・オプションの売却によってオプショ

ン・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利

子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、証券投資信託であるマネー・マー

ケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、オース

トラリアの債券運用で実績を有するマッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバ

ル・リミテッドおよび通貨カバード・コール戦略で実績を有するクレディ・スイス・マネジメン

ト（ケイマン）リミテッドが運用を行う「マッコーリー オーストラリア インカム ボンド ファ

ンド」を選定しました。また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕
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資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファ

ンド」を選定しました。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

＜更新後＞

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に

掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１

項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．約束手形

ハ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価

証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信

託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま

す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも

のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有

価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権

証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）

２．コマーシャル・ペーパー

３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に限ります。）

なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な

らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に

限り行うことができます。

③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価

証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま

す。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

 

＜投資信託証券の概要＞
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マネー・マーケット・マザーファンド

形態 証券投資信託

投資運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

投資態度

わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が

あります。

主な投資対象 わが国の公社債等

主な投資制限

・株式への投資は行いません。

・外貨建資産への投資は行いません。

・有価証券先物取引等を行うことができます。

・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

運用管理費用

（信託報酬）
ありません。
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その他の費用・

手数料
売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。

購入時手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

設定日 2005年３月４日

決算日 原則として毎年５月および11月の20日

分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い

ません。

 

 

４【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

＜更新後＞

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0945％

（税抜0.995％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

 

１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

 

・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

 

・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容

委託会社 0.37％
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額

の算出、目論見書等の作成等

販売会社 0.6％
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入

後の情報提供等

受託会社 0.025％
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指

図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

 

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

年1.8595％（税込）程度
＊

＊この他に、投資対象とする外国投資信託の受託会社に対し固定報酬として年額10,000米ドル

がかかります。

 

（注）上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率

を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税

等相当額はかかりません。

 

＜ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率＞

投資信託証券の名称 信託報酬率

マッコーリー オーストラリア インカム ボンド ファンド 年0.765％

マネー・マーケット・マザーファンド －

 

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途

かかります。申込手数料はかかりません。
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